
平
成
二
十
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年
九
月
十
日
提
出

質

問

第

四

二

五

号

東
京
大
空
襲
に
対
す
る
戦
後
七
十
年
の
節
目
を
む
か
え
た
政
府
の
認
識
等
に
つ
い
て
の
政
府
答
弁
の
在
り
方
等

に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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東
京
大
空
襲
に
対
す
る
戦
後
七
十
年
の
節
目
を
む
か
え
た
政
府
の
認
識
等
に
つ
い
て
の
政
府
答
弁
の
在
り
方
等

に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
政
府
答
弁
書
一
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
九
六
号
）
、
「
政
府
答
弁
書
二
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
八
〇
号
）
及
び

「
政
府
答
弁
書
三
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
七
三
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

過
去
の
質
問
主
意
書
で
、
「
政
府
答
弁
書
二
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
八
〇
号
）
を
起
案
し
た
者
の
官
職
氏
名
を
問
う

た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
一
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
九
六
号
）
で
は
、
「
政
府
と
し
て
は
、
国
会
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
質
問
に
対
し
て
誠
実
に
答
弁
し
て
い
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
答
弁
書

は
、
外
務
省
北
米
局
に
お
い
て
起
案
し
、
同
省
に
お
い
て
し
か
る
べ
く
決
裁
を
経
た
上
で
、
内
閣
と
し
て
決
定
し
た
も
の
で

あ
る
。
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
。
政
府
は
誠
実
に
答
弁
し
て
い
る
と
い
う
認
識
で
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
方
が
質
問
し
た
、

起
案
し
た
者
の
氏
名
を
何
故
答
え
な
い
の
か
。
改
め
て
、
「
政
府
答
弁
書
二
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
八
〇
号
）
を
起
案

し
た
者
の
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
政
府
の
誠
実
な
答
弁
を
求
め
る
。

二

過
去
の
質
問
主
意
書
で
、
多
数
の
民
間
人
を
犠
牲
に
し
た
無
差
別
殺
人
と
も
い
え
る
東
京
大
空
襲
は
、
ハ
ー
グ
法
（
武
力

紛
争
法
）
に
抵
触
す
る
か
し
な
い
か
、
政
府
の
認
識
を
問
う
た
が
、
「
政
府
答
弁
書
一
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
九
六

一



号
）
で
は
、
誠
実
に
答
弁
を
さ
れ
て
い
な
い
。
当
方
は
、
ハ
ー
グ
法
（
武
力
紛
争
法
）
に
係
る
質
問
を
し
て
お
り
、
多
数
の

民
間
人
を
犠
牲
に
し
た
無
差
別
殺
人
と
も
い
え
る
東
京
大
空
襲
は
、
政
府
と
し
て
、
ハ
ー
グ
法
（
武
力
紛
争
法
）
に
抵
触
す

る
と
考
え
る
か
否
か
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
政
府
の
認
識
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


